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☆商標審査を約2倍の速度で！ SPEED UP ！ ⑾

Ⅰ．はじめに
　本稿は、2019年10月31日から2020年９月３日の間
に宣告された大法院の判決の中から、分野別の主要
判決を要約してまとめたものである。
　韓国の大法院２は、大法院長を含む14名の大法官
で構成され、任期は６年である。ここ１、２年で任
期満了により相当数の裁判官が退職し、新しい裁判
官が就任したが、知的財産権に関する大法院の判例

を見ると、従来のように特許権者等の権利者又は出
願人に友好的な判決傾向が続くものと思われる。

Ⅱ．特許法の分野
１．拒絶決定不服3,4審判又はその審決取消訴訟にお

いて特許出願の審査又は審判の段階で通知した拒

絶理由に記載された主先行発明を他の先行発明に

変更することは、新たな拒絶理由に該当する。（大

☆2020年知的財産権に関する韓国大法院判決のまとめ ⑴
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